
長期休業中の諸注意（冬休み） 

令和５年 12 月 

生徒ガイダンス部 

※冬休みに向けて 

   冬休みは年末年始を迎えることから夏休み以上に気のゆるみや生活リズムの乱れが懸

念されます。個々の目標実現のためにも計画をしっかりとたて、自分自身に責任の持て

る行動を心がけ有意義な休みにしましょう。ここ数年間の経験を活かし、感染症対策に

も留意しましょう。 
１．安全指導について 
    ①年末･年始、夏休み等の長期休業は、気の緩みから高校生の事件事故が増える時期です。 
   生命の尊厳を常に意識し、事故防止に努めましょう。   

    ②部活動は､適切な活動計画の下、事故防止（怪我等）に努めましょう。 

③交通事故の被害者・加害者にならないように注意しよう。 

      本校は、「三無い運動」を実施しています。（免許を取らない・バイクを買わない・乗らない） 
事故に遭わないよう自覚ある行動をしよう。 

  ④自転車も道路交通法の対象です。接触事故等、何件か報告されています。交通法規を守り、安全運 
転を心がけ他の人に迷惑をかけないようにしましょう。 

２．夜間外出は慎もう。危険回避能力を高めよう 

    ①午後１０時～午前４時までの時間は、青少年保護育成条例第９条で補導の対象です。 
   事件･事故に巻き込まれないよう、危機回避のために最善の注意を！！ 

    ②高校生にふさわしくない場所、危険な場所、危ないと思われる場所への出入りはしない。 
   近づかない。 

  ③保護者同伴以外の外泊は、控えること。 

３．携帯電話・スマートフォンの使用について 

  長期休業中こそ「距離の取り方を考える」いい機会だと考えましょう。依存していませんか？ 
４．アルバイトは、「原則」として禁止です。 

    ①経済的理由でアルバイトを必要とする生徒は、申請書を提出し本人及び保護者と関係職員が面談 
を行い職員会議の承認を得なければなりません。 

５．部活動について 

    ①長期休業中は、下校時間１７：００を厳守すること。 
    ②顧問の先生と計画を事前に話し合い、けじめある行動で時間の有効活用を図ろう。 

③使用場所の清掃をきちんと行うこと。 

６．問題行動の防止について 

    ①冬休みはクリスマス･年末･年始を迎えることから外出する機会が多くなることが予測されます。 
その際に深夜徘徊・飲酒・喫煙等の問題行動が懸念されます。喫煙・飲酒をしないことはもちろ 
んですが、そのような誘惑に負けないよう自分自身を律してください。 

    ②大麻・脱法ハーブ、覚醒剤等が社会問題として大きく取り上げられています。一度手を染めてし 
まうと人生を台無しにしてしまいます、絶対にかかわらないでください。 

    ③染髪、パーマ等禁止です。 

２０２４年（令和６年）１月９日（火）元気に会いましょう！！ 


